
令和３年５月１７日 

 

 

エネルギー管理士試験の課目合格の免除期間の延長について【重要】 

 

 

 

本日から令和３年度エネルギー管理士試験の受験申込が開始されます。平成30年度の課

目合格者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度のエネルギー管理士

試験を受験されなかった方については、令和２年８月２６日経済産業省告示第１７６号に

基づき令和２年度で免除期間終了となるべき課目について１年間の免除期間延長の措置が

とられますことをお知らせします。 

対象者の方には、本年４月２６日に「課目合格者専用の受験願書」をお送りいたしており

ますので、これにより申し込みをお願いします。 

 

 

 

 
（参考） 

令和二年八月二十六日 経済産業省告示第百七十六号 

 

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則（昭和五十九年通商産業省令第十五号）

第十条第七項及び第三十二項の規定に基づき、各条項の事由及び経済産業大臣が定める期間を次

のように定める。 

 

令和二年八月二十六日            経済産業大臣 梶山 弘志 

 

１ 事由 

新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二

年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新

たに報告されたものに限る。）であるものに限る。） 

２ 経済産業大臣が定める期間 

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第十条第七項の規定に基づく講義及

び修了試験の免除の期間が令和三年三月三十一日までに終了する者については、当該期間を

同項に規定する合格した修了試験の行われた事業年度から翌々事業年度までとし、第三十二

条の規定に基づく試験の一部課目の免除の期間が令和二年十二月三十一日までに終了する者

については、当該期間を同条に規定する年の初めから四年以内とする。 

 

附 則 

この公示は、公布の日から施行する。 

 

 

  



平成30年度（2018年度）の課目合格者で 

令和２年度（2020年度）に受験されなかった方の 

申込時の受験番号の記入方法について 
 

 

課目合格の免除期間延長対象の方は、次のとおり、受験番号の記入時に、「前

年度の欄に2019年度の受験番号」、「前々年度の欄に2018年度の受験番号」を入力

してください。 
 

 

願書（郵便局窓口）による申し込み手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットによる申し込み手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度(令和元年度)の受験番号を入力 

（9で始まる7桁の番号） 

2018年度(平成30年度)の受験番号を入力 

（8で始まる7桁の番号） 

9 × × × × × ×  8 × × × × × ×  

2019年度(令和元年度)の受験番号を入力 

（9で始まる7桁の番号） 

2018年度(平成30年度)の受験番号を入力 

（8で始まる7桁の番号） 

受験番号が不明な方へ 


